
2001 年 12 月 12 日

報道関係各位

（財）日本ユニセフ協会の『アフガン難民緊急募金』への協力について

日興ビーンズ証券株式会社（取締役社長：沼口秀一、本社：東京都中央区；以下「日興
ビーンズ」）は、お客様からのお声を受け、ビーンズ・ポイント制度を活用して、財団法人
日本ユニセフ協会（会長：澄田智、所在地：東京都港区；以下「（財）日本ユニセフ協会」）
の『アフガン難民緊急募金』に協力する事といたしましたので、お知らせいたします。

＜概  要＞

  日興ビーンズは、お客様が指定されたビーンズ・ポイントを、1 ポイントについて 5 円の
募金として当社名義で（財）日本ユニセフ協会の『アフガン難民緊急募金』に寄附させて
頂きます。

  この趣旨にご賛同いただけるお客様は、日興ビーンズのホームページ上でクリックする
だけで、（財）日本ユニセフ協会の『アフガン難民緊急募金』に参加する事ができます。

  なお、お客様からの最終的な寄附金の総額等は、日興ビーンズのホームページ上で、後
日ご報告いたします。

＜お客様の手続き＞

  お客様は、日興ビーンズのホームページでログインされた後、「口座管理」→「ビーンズ
ポイント」画面→「ポイントを使いたい・交換可能なグッズを見る」をクリックして頂き、
「ビーンズポイント使用」画面の「（財）日本ユニセフ協会のアフガン難民緊急募金」を選
択して頂きます。

  そこで、100 ポイントを一口（単価欄に表示されます）として、何口ご協力されるかをご
指定頂くことで、手続きは終了します。

＜日興ビーンズでの受付け期間＞

  2001 年 12 月 12 日（水）～2002 年 1 月 15 日（火）まで
※ （財）日本ユニセフ協会での受付期間にかかわらず、日興ビーンズでの受付けは  上記期間とさせて頂

   きます。

  受付け期間中にご寄附いただいたお客様のビーンズ・ポイントは、1 ポイントについて 5
円の募金として、その合計金額を、2002 年 1 月下旬に、日興ビーンズ名義で（財）日本ユ
ニセフ協会のアフガン難民緊急募金に指定された郵便払込口座を通して寄附いたします。

※ビーンズ・ポイントとは：
・ お取引きに応じてポイントが貯まり、株式売買手数料への充当など、さまざまな特典と

  交換することができる、日興ビーンズ専用のポイント制度。
※注 意
・ 日興ビーンズでは、ビーンズ・ポイント以外でのご寄附は受付けておりません。
・ ビーンズ・ポイント以外でのご寄附は、ご自身でお手続きくださいますようお願いいた
します。



 
 （ご参考）

ユニセフとは

162 の国と地域で、子どもと母親を中心とした社会開発活動を人道的見地から行なっていま
す。財団法人 日本ユニセフ協会は、日本におけるユニセフを代表する国内委員会です。

アフガン難民緊急募金とは
アフガニスタンでは、大規模な干ばつと長引く紛争により、すでに 100 万人以上の国内避
難民が発生しています。加えて、今回のニューヨーク、ワシントンでの連続テロ事件の影
響により、更に多くの人々が困難な状況においこまれています。それにともない、難民、
国内避難民に対する緊急支援の必要性が叫ばれています。

（財）日本ユニセフ協会では、アフガニスタンの子どもと女性に対するユニセフ（国連児
童基金）の緊急援助活動を支援することを目的に、2001 年 9 月 20 日よりアフガン難民緊
急募金を行なっています。

（財）日本ユニセフ協会ホームページ    http://www.unicef.or.jp/
 


